
 

- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年７月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 漕手死亡 

発生日時 令和６年８月１８日 ０９時３０分ごろ（医師による死亡推定時刻） 

発生場所 北海道標津町忠
ちゅう

類
るい

川（忠類川１号砂防ダム付近） 

 井上牧場四等三角点から真方位２８２°４.４km 付近 

 （概位 北緯４３°４４.４′ 東経１４４°５７.７′） 

事故の概要 カヌー（船名なし）は、川下り中、漕手が落水して溺死した。 

事故調査の経過 令和６年９月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ カヌー（船名なし）、重量約２５kg 

なし、個人所有 

約４.５０ｍ×約０.９５ｍ×約０.４５ｍ、不詳 

機関なし、不詳 

Ｂ カヌー（船名なし）、重量約２.５kg 

なし、個人所有 

約２.２５ｍ×約１.１０ｍ×約０.３７ｍ、ウレタンコーティン

グナイロン等 

機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 漕手Ａ ５４歳 

漕手Ｂ ５１歳 

 死傷者等 死亡 １人（漕手Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・水象 気象：天気 曇り、風 ほとんどなし、視界 良好 

水象：水位 約０.５ｍ 

 本事故発生場所の東南東方約１６km に位置する標津地域気象観測所

における８月１８日の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 
平均 最大瞬間 

風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

06:00 南東 1.8 東南東 2.8 

07:00 南東 1.7 東南東 3.2 
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08:00 東南東 3.5 東南東 4.9 

09:00 東南東 2.3 東南東 4.1 
 

 事故の経過 Ａ船は、漕手Ａが１人で乗り、漕手Ｂが１人で乗ったＢ船と共に景

観を楽しむなどの目的で、令和６年８月１８日０６時００分ごろ忠類

川（標津町を流れる２級河川）の金山の滝付近から東方に向けて川下

りを開始した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船及びＢ船の川下りの開始位置付近 

※国土地理院 地理院地図（電子国土 web）使用 

 

漕手Ａ及び漕手Ｂは、３か所ある砂防ダム（土砂災害を防ぐ目的で

設置された施設）のうち、忠類川３号砂防ダム（以下、砂防ダムにつ

いて「忠類川」を省略する。）は流木等が多かったので、カヌーで通ら

ずに陸路で迂
う

回した後、０６時３０分ごろ再びカヌーで川下りを開始

し、２号砂防ダムのスリット*1を通り抜けて１号砂防ダムに向かった。

（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1 ｢スリット｣とは、下流への流れを維持し、魚類の遡

そ

上や降下を目的とする環境を確保するのに設置された砂防

ダムに設けられた溝をいう。 

０６時００分ごろ 

Ａ船及びＢ船が川下りを開始 
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図２ 忠類川の川下りの経路図（Ａ船及びＢ船） 

※国土地理院 地理院地図（電子国土 web）使用 

 

 漕手Ｂは、漕手Ａが後方を漕走する中、１号砂防ダムの手前約５０

ｍに達し、水量等から１号砂防ダムを安全に通過できると判断し、１

号砂防ダムのスリットをカヌーで通過したところ、前方の流れに落ち

込みがあるところが見えたものの、そのまま通過しても大丈夫と思

い、落ち込みに向かって進んだ。 

 Ｂ船は、流れが落ち込んだところで転覆し、漕手Ｂが落水した。（写

真１、２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ １号砂防ダム付近 

右岸側（上流を背にして右側の岸）から撮影 

（総合振興局提供） 

※写真撮影の時期は不明であるが、漕手Ｂによれば、水位は本事故当

日と同じくらいであったとのことである。 

 

０６時３０分ごろ 

３号砂防ダム 

２号砂防ダム 

１号砂防ダム 

スリット 

漕手Ｂが落水した場所 

１号砂防ダム 流れの落ち込み 

川の流れ 
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写真２ １号砂防ダム付近 正面から撮影 

（総合振興局提供） 

※令和３年の１号砂防ダム施設の調査時における写真 

 

漕手Ｂは、落水した場所でパドルをつかんだまま、白く泡立った流

れの中で揉
も

まれた状態となり、体が浮き沈みを繰り返して息ができな

くなっていたところ、救助に来た漕手Ａから「持っているパドルを離

せ」と言われ、その際、漕手ＡがＡ船から、下に落ちたＢ船に乗り 

移って手を差し出すのを見た。 

漕手Ｂは、パドルを離し、川底に潜り込み、体の力が抜けた状態と

なった瞬間、落水した場所の流れから抜け出して浮き上がった。その

後、周囲を見ると、流れが落ち込んでいる川面の手前付近の右岸寄り

にＡ船が船首を下流に向けて浮かんでいたものの、漕手Ａの姿が見え

なかったので、声を掛けたが、漕手Ａからの返事はなかった。（写真３

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ ８月１９日の１号砂防ダム付近の状況 

（標津町役場提供） 

 

漕手Ｂは、Ａ船及びＢ船が落水した場所付近にあったので、漕手Ａ

が助けを呼びに行ったのではないかと思い、左岸の岸辺に乗り揚がっ

ていたＢ船に乗艇して下流に向かった。 

Ａ船 

スリット 

流れの落ち込み 

１号砂防ダム 

川の流れ 
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 漕手Ｂは、０９時４０分ごろ、１号砂防ダムから１～２km 下流の中

州で、靴が脱げてうつ
．．

伏せで浮かんでいる漕手Ａを見つけ、救助に向

かおうとしたものの、膝丈まで水位があったので、自身も流されるの

ではないかと思い、救助を断念して警察等に救援を要請することと

し、下流に向かった。 

 漕手Ｂは、１０時０２分ごろ自身の家族に事故の発生を連絡し、そ

の後、上忠類橋に着いて警察に通報した。 

漕手Ａは、１２時３７分ごろ警察所属のヘリコプターにより北海道

旭川市内の病院に搬送され、医師により死因が短時間での溺水による

窒息と検案された。 

Ａ船及びＢ船は、翌日、標津町職員等によってそれぞれ回収され

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1)  １号砂防ダム等に関する情報 

１号砂防ダムは、それぞれがコンクリート製のダム本体、水叩
たた

き

及び垂直壁から構成されており、ダム本体の高さが約５ｍ、水叩き

の厚さが約１.１ｍ及び垂直壁の高さが約２.５ｍであり、垂直壁の

天端から水叩き上面までの高さが約０.４ｍである。また、ダム本体

端部から下流側に向かい、垂直壁の端部までの長さが約９.５ｍ、垂

直壁の天端の長さが約１.５ｍである。（図３、４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ １号砂防ダムを側面から見た概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

約９.５ｍ 

垂直壁の天端 

ダム本体 

上流側 下流側 

垂直壁 

約１.１ｍ 
約０.４ｍ 

約２.５ｍ 

水叩き 

約５ｍ 

約１.５ｍ 

スリット 
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図４ １号砂防ダムを正面から見た概要 

 

１号砂防ダムは、平成７年１２月頃完成し、垂直壁の天端におい

て、完成当時、下流側前面と下流の川底はほとんど高さに変わりが

なかったものの、令和３年の１号砂防ダムの施設の状況調査時、下

流側前面と流れに落ち込みがある川底までの深さが約１ｍであった。

（図５、６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ １号砂防ダムと川底の状況 

※平成７年及び令和３年頃の川底の状況は推定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダム本体 

上流側 下流側 垂直壁 

水叩き 

平成７年頃の川底 

令和３年頃の川底 

垂直壁の天端 

ダム本体 

水叩き 

上流側 

下流側 

スリット 
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図６ １号砂防ダムにおける流れの状況 

※令和３年頃の川底の状況は推定である。 

 

２号砂防ダムは、１号砂防ダムと同じ構造であり、令和３年頃の

状況において、垂直壁下流側前面から下流のところでは、流れに落

ち込みがなく、白く泡立ってはいなかった。（写真４、５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 令和３年頃の２号砂防ダムの状況 

（総合振興局提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 令和３年頃の２号砂防ダムの状況 

（総合振興局提供） 

 

(2)  カヌー等に関する情報 

Ａ船は３人乗り用カヌー、Ｂ船は１人乗り用カヌーであって、共

に空気を入れ、膨張させて使用するものであった。 

垂直壁の天端 上流側 

下流側 

上流側 

下流側 
垂直壁の天端 

ダム本体 

上流側 下流側 垂直壁 

水叩き 
令和３年頃の川底 

約１ｍ 

垂直壁の天端 
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カヌーの乗艇経験は、漕手Ａが約３５年の経験で、漕手Ｂが２～

３年の経験であった。 

忠類川の川下りは、漕手Ａが数回行っており、漕手Ｂが初めてで

あった。 

漕手Ａ及び漕手Ｂは、本事故当日、それぞれ救命胴衣を着用して

いた。 

(3)  川下りの認識等に関する情報 

漕手Ｂは、落差があることを聞いていたものの、河川の落ち込み

での流れがどのような状態になっているか、知らなかった。 

(4)  川下りの安全に関する情報  

日本レクリエーショナルカヌー協会では、川幅一杯、横一直線に

できた堰堤によるドロップ（落ち込み）は漕ぎ下らないよう教科書

へ盛り込み、カヌー指導員を目指す方々への教育を行っている。 

「水辺の安全ハンドブック」*2によれば、川の流れが水中にある

岩や堰堤の障害物を乗り越え、落ち込んだ先で上流方向に反転する

流れのことをリサーキュレーション（循環流）という。特に堰堤の

ように、川を横断するように設置されている障害物の直下流で生じ

る強力なリサーキュレーションに捕まると、自力での脱出は難し

い。（同時に、ホワイトウォーター*3が生じるためライフジャケット

を着用しても浮きにくくなる。）（図７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 令和６年頃の１号砂防ダム下流の流れの状況（概要） 

※令和６年頃の川底の状況は推定であり、垂直壁の天端において、下

流側前面と流れに落ち込みがある川底までの深さは、計測されてい

ない。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

不明 

なし 

 
*2 （公益財団法人河川財団、２０２３年７月発行。） 
*3 ｢ホワイトウォーター｣とは、空気を多く含み、白く泡立った流れをいう。 

ダム本体 

上流側 下流側 垂直壁 

水叩き 
令和６年頃の川底 

垂直壁の天端 

循環流 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

漕手Ａの死因は、溺水であった。 

(1)  漕手Ａの落水場所に関する分析 

漕手Ａは、以下のことから、１号砂防ダム下流付近で落水したも

のと考えられる。 

① １号砂防ダム下流付近で落水した漕手Ｂを救助するために小回

りに有利なＢ船に乗った漕手Ａが来た。 

② 乗艇していたＡ船及び乗り換えたＢ船が１号砂防ダム下流付近

で発見された。 

③ 落水した漕手Ｂが、流れに落ち込みがある１号砂防ダム下流付

近から抜け出した後、Ａ船、Ｂ船及び周囲を見たものの、漕手Ａ

の姿が見えなかった。 

(2)  漕手Ａの落水に関する分析 

漕手Ａは、漕手Ｂが１号砂防ダム下流で落水した状況下、Ｂ船に

乗艇して漕手Ｂの救助に向かい、漕手Ｂに手を差し出した際にバラ

ンスを崩すなどして落水した可能性があると考えられるが、目撃者

がおらず、客観的情報も十分に得られなかったことから、落水に 

至った状況を明らかにすることはできなかった。 

(3)  循環流が漕手Ａに関与した分析 

落水した漕手Ｂが、１号砂防ダム下流付近の白く泡立った流れに

揉まれて姿勢を保つことができなくなったことから、同付近の循環

流が本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船及びＢ船が忠類川を川下り中、漕手Ｂが１号砂防ダ

ム下流で落水した状況下、Ｂ船に乗艇して漕手Ｂの救助に向かった漕

手Ａが、同下流付近で落水したことにより発生したものと考えられ

る。漕手Ａは、漕手Ｂに手を差し出した際にバランスを崩すなどして

落水した可能性があると考えられるが、目撃者がおらず、客観的情報

も十分に得られなかったため、落水に至った状況を明らかにすること

はできなかった。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漕手は、川下りを行う場合には、事前に堰堤の箇所等について調

べておくこと。 

・漕手は、川下りを行う場合には、安全な経路を選択すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

井上牧場 

四等三角点 

漕手Ａが落水した場所 

（ 

北海道 

国土地理院 地理院地図（電子国土 web）使用 

× 

漕手Ａが発見された場所 

（令和６年８月１８日 ０９時４０分ごろ） 


